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一般社団法人　池袋労働基準協会　
会　長　大　島　隆　夫

新　年　の　ご　挨　拶

　あけましておめでとうございます。

会員の皆様ならびに関係各位におかれましては健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上

げます。

　年頭に当たり、あらためまして当協会の事業運営にご理解とご協力をいただいております

ことに厚く御礼申し上げます。特に、コロナの感染拡大防止と社会経済活動の両立が求めら

れる中、地道に労務管理や安全衛生活動に取り組んでおられる事業場の皆様に対し、心から

敬意を表したいと思います。

　当協会におけるこれまでに予定していた各種講習会、総会や懇親会、監督署や関係団体と

の共催による主要な行事は、事業計画通りに開催されております。しかしながら参加人数に

ついては、ほとんどの行事が従来の６～７割程度にとどまっており、正常に戻るまでにはし

ばらく時間がかかるものと思われます。

　さて、東京都内における労働災害による死亡及び休業４日以上の災害件数が、第３次産業

を中心に近年増加傾向にあり、13次防の最終年度となる今年度においても、10月末の速報値

ではコロナ感染のり患によるものも含め、16,233件と高水準になっています。

　この原因として、高年齢労働者による労働災害が依然として増加傾向にあることや、転倒

や腰痛といった、作業行動に起因する災害が顕著に増加していることが上げられます。この

ことから、誰もが安心して安全に働ける職場環境づくりに加え、転倒・腰痛災害予防のため

に、若年期から身体機能の維持向上のための取り組みも求められています。また、労働者の

健康面では、仕事や職業生活に関する強い不安やストレスを感じる労働者も多く新しい働き

方の変化についても考えていく必要があります。

　当協会としては今年度の重点課題である、長時間労働の是正及び過重労働における健康障

害の防止、中小企業を中心とした改正労働基準法等の円滑な施行と周知、13次防における労

働災害防止対策等を進めて参ります。また、講習やセミナーにおいては監督署からホットな

情報を頂き、他の地区協会共催による開催をこれまで以上に積極的に行って参りますので、

皆様のご支援をお願い申し上げます。

　結びに、会員事業場のご発展と皆様のご健勝を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせて

いただきます。
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　このような背景を踏まえ、今年度は、
「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」

を全体のスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図り、自主
的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとするとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
向けた副スローガンとして

「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」
を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び掛けることとします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“三つの密”（①密閉空間（換気
の悪い密閉空間である）、②密集空間（多くの人が密集している)、③密接空間（お互いに手を伸ばしたら
届く距離での会話や発声が行われる））を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労
働衛生週間を実施することとします。

＊趣　旨 
　全国労働衛生週間は、昭和25年の第１回実施以来、今年で第72回を迎えました。この間、全国労働衛
生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた
労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところです。
　労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和２年度には802件となっ
ており、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数を
超えています。
　このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健
康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進が必要です。
　また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和２年には6,000人以上発
生しており、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意すべき「取組
の５つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策を徹底し継続することが求められて
います。さらに、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点から、健
康づくりを推進していくことが求められている。このため、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド
ライン（エイジフレンドリーガイドライン）を策定し、健康づくり等の取組を推進していくこととしています。
　日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場において、病気を抱
えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面が増えることが予想されることから、「事業場
における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発等を進めることにより、企業の意識改
革や地域における支援体制の強化を進めています。
　化学物質に起因する労働災害については、特定化学物質障害予防規則などの特別規則の対象となって
いない有害物によるものが全体の８割を占めています。こうした化学物質による健康障害を防止するた
め、関連法令に基づく取組の徹底に引き続き取り組むとともに、特別規則の対象となっていない化学物質
による労働災害を防止するため、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対
策の実施を更に促進していくことが必要です。
　また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がんを中心に年間1,000人を超
えている中で、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用いて建設された建築物が今なお
多数現存しており、その解体工事が 2030 年頃をピークとして、増加が見込まれる中、解体・改修前に義務
づけられている石綿の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例が散
見される。こうしたことを踏まえ、令和２年７月に石綿障害予防規則を改正し、石綿によるばく露防止対策
を強化したところです。

新　年　の　ご　挨　拶
（池袋労働基準監督署における取組について）

　令和５年の新年を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
　一般社団法人池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、日頃より、労働基準行政について、格別のご
理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　当署では、「働き方改革」関連の情勢や労働災害発生状況等を踏まえ、　
① 改正労基法等に基づく長時間労働の是正及び過重労働による健康障害防止
② 中小企業等に対する改正労基法等の周知及び支援並びに新しい働き方に対応した労務管理の導入支
　 援
③ 死亡災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策の推進
④ 石綿暴露防止対策の推進
⑤ 労災保険給付の迅速・適切な処理
を令和４年度の重点課題と定め、取り組んで参りました。
　重点課題①に関しては、時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超えていると考えられる全事業
場に対する監督を順次実施しました。
　重点課題②に関しては、各種事業主団体を通じた継続的な周知活動、監督署主催による集団指導、個
別企業への訪問支援によって、きめ細かな相談・支援等を実施しました。
　重点課題③に関しては、災害増加業種への労働災害防止に関する要請、建設現場への一斉監督等、労
働災害防止に向けた様 な々取組を実施しました。
　重点課題④に関しては、説明会等のあらゆる機会を通じて、建築物解体作業における石綿暴露防止対
策の周知を徹底するとともに、石綿暴露防止対策を行わず、建築物の解体を行った事実を確認した場合に
は、そのすべてについて調査を実施し、必要な指導を行いました。
　重点課題⑤に関しては、新型コロナウイルス感染症の労災請求が急増したため（昨年度1年間480件、本
年度11月末日現在約1,480件）、署内の業務処理体制の見直しや業務処理方法の工夫等を実施し、課題達
成に努めて参りました。
　それぞれの重点課題について、年度末に向けて引き続き取組を継続して参ります。とりわけ重点課題③
については、東京労働局の死傷災害が7,609件（昨年同期528件増）と大幅に増加しているため、本年度が
最終年度となる13次防の目標達成に向けて、11月から前倒しで実施している「年末年始Ｓａｆｅ　Ｗｏｒｋ
推進強調期間」などの各種対策を最後まで全力で推進して参ります。
　結びに、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせて頂きま
す。

池袋労働基準監督署　　　　　

署　長　白　浜　弘　幸　
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＊趣　旨 
　全国労働衛生週間は、昭和25年の第１回実施以来、今年で第72回を迎えました。この間、全国労働衛
生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた
労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところです。
　労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和２年度には802件となっ
ており、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数を
超えています。
　このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健
康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進が必要です。
　また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和２年には6,000人以上発
生しており、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意すべき「取組
の５つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策を徹底し継続することが求められて
います。さらに、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点から、健
康づくりを推進していくことが求められている。このため、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド
ライン（エイジフレンドリーガイドライン）を策定し、健康づくり等の取組を推進していくこととしています。
　日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場において、病気を抱
えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面が増えることが予想されることから、「事業場
における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発等を進めることにより、企業の意識改
革や地域における支援体制の強化を進めています。
　化学物質に起因する労働災害については、特定化学物質障害予防規則などの特別規則の対象となって
いない有害物によるものが全体の８割を占めています。こうした化学物質による健康障害を防止するた
め、関連法令に基づく取組の徹底に引き続き取り組むとともに、特別規則の対象となっていない化学物質
による労働災害を防止するため、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対
策の実施を更に促進していくことが必要です。
　また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がんを中心に年間1,000人を超
えている中で、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用いて建設された建築物が今なお
多数現存しており、その解体工事が 2030 年頃をピークとして、増加が見込まれる中、解体・改修前に義務
づけられている石綿の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例が散
見される。こうしたことを踏まえ、令和２年７月に石綿障害予防規則を改正し、石綿によるばく露防止対策
を強化したところです。

池袋公共職業安定所　
所　長　茂　原　徳　雄

新　年　の　ご　挨　拶

　新年明けましておめでとうございます。
　池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、穏やかに新年をお迎えのこととお喜び申しあげます。
　昨年中は、当所の業務運営に多大なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、令和２年から続く新型コロナウイルス感染症により、雇用情勢も大きな影響を受けてきましたが、
現在はウィズコロナの下、社会経済活動の正常化が徐々に進んでおり、緩やかに持ち直してきております。
一方で、原材料価格の上昇に加え、円安の影響などから、エネルギー・食料品等の価格上昇が続いてお
り、地域経済への影響等も懸念されるところです。
　直近で発表となった10月の都内の雇用情勢は、有効求人倍率が1.65倍と、令和2年1月から34ヶ月連続の
1倍台となっているものの、底となった令和2年5月の1.16倍からは0.49ポイントの改善となりました。また、景
気の先行指標となる新規求人数は11万9573人で、前年同月比20.6%増加し、13カ月連続で前年同月を上
回っており、求職者数が依然として高い水準にあるものの、雇用情勢には改善の兆しが見えてきたところで
す。
　そうした中、現在労働行政が取り組む重点課題は、コロナ禍において引き続き雇用の維持を図るととも
に、「人への投資」の抜本的な強化による「リスキリング（学び直し）による人材育成の強化」と「成長分野
や人材不足分野への円滑な労働移動」であり、これらによる中・長期的な「構造的な賃上げの実現となって
います。
　その取組の一つとして、令和4年度からは「人材開発支援助成金」の拡充が図られ、「人への投資促進
コース」が創設、さらに第2次補正予算で「事業展開等リスキリング支援コース」が追加創設され、特に人材
育成に取り組む事業主の皆様への各種助成金制度の充実が図られています。
　これらの助成金の拡充では、eラーニングや通信制、サブスク型（定額制）の訓練が対象となるほか、従
来からの助成金の助成率や助成額の見直しなども行われています。
　会員企業の皆様方には、是非有効活用をご検討いただき、従業員の皆様のスキルアップ、企業の業績の
向上につなげていただきますようお願いいたします。
　さらにハローワークでは、引き続き地元地域の中で、新型コロナの影響を受けて離職された方をはじめ、
多くの求職者の方や、人手不足等により人材確保に苦労されている企業の皆様のためにも、雇用保険や職
業紹介をはじめとした雇用のセーフティーネットとして、しっかりと役割を果たしていきたいと考えております
ので、引き続きのご理解ご協力をお願い申し上げます。
　結びに、池袋労働基準協会のますますのご発展と、会員企業の皆様のご健勝、ご繁栄を祈念申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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　このような背景を踏まえ、今年度は、
「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」

を全体のスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図り、自主
的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとするとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
向けた副スローガンとして

「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」
を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び掛けることとします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“三つの密”（①密閉空間（換気
の悪い密閉空間である）、②密集空間（多くの人が密集している)、③密接空間（お互いに手を伸ばしたら
届く距離での会話や発声が行われる））を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労
働衛生週間を実施することとします。

＊趣　旨 
　全国労働衛生週間は、昭和25年の第１回実施以来、今年で第72回を迎えました。この間、全国労働衛
生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた
労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところです。
　労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和２年度には802件となっ
ており、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数を
超えています。
　このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健
康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進が必要です。
　また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和２年には6,000人以上発
生しており、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、事業場で留意すべき「取組
の５つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即した感染予防対策を徹底し継続することが求められて
います。さらに、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点から、健
康づくりを推進していくことが求められている。このため、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド
ライン（エイジフレンドリーガイドライン）を策定し、健康づくり等の取組を推進していくこととしています。
　日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場において、病気を抱
えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面が増えることが予想されることから、「事業場
における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発等を進めることにより、企業の意識改
革や地域における支援体制の強化を進めています。
　化学物質に起因する労働災害については、特定化学物質障害予防規則などの特別規則の対象となって
いない有害物によるものが全体の８割を占めています。こうした化学物質による健康障害を防止するた
め、関連法令に基づく取組の徹底に引き続き取り組むとともに、特別規則の対象となっていない化学物質
による労働災害を防止するため、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対
策の実施を更に促進していくことが必要です。
　また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がんを中心に年間1,000人を超
えている中で、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用いて建設された建築物が今なお
多数現存しており、その解体工事が 2030 年頃をピークとして、増加が見込まれる中、解体・改修前に義務
づけられている石綿の有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例が散
見される。こうしたことを踏まえ、令和２年７月に石綿障害予防規則を改正し、石綿によるばく露防止対策
を強化したところです。

池袋労働基準監督署からのお知らせ
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協会ホームページ　http://www.ikerokyo.or.jp/
講習会等申込書、入会申込書をダウンロードできます。　講習会等のご案内については、随時更新いたします。

講習会等・協会行事実施報告と計画
　当協会主催講習会等についての内容、お申し込みは同封のご案内か当協会ホームページをご覧ください。
他地区協会との共催講習会の内容、お申し込みは当協会ホームページをご覧ください。
　なお、講習会等については中止となることもありますので、ホームページをご覧になるか、事務局までお尋
ねください。

令和４年（2022年）度講習会等実施報告及び計画（予定）

＜池袋協会主催講習会等＞

新入社員安全衛生教育等講習会

労働行政運営方針説明会

全国安全週間説明会

全国労働衛生週間説明会

板橋練馬豊島地区安全衛生推進大会

人事労務・労働保険担当者法令実務説明会

安全衛生推進者養成講習

安全管理者選任時研修

衛生推進者養成講習

5月

18日

25日

4月

11日

6月

6日

23·24日

7月

13日

9月

9日

15·16日

2月

20·21日

8日

3月

7日

14·15日

10月

19·20日

12日

11月

15日

12月 1月8月

5月4月＜他地区協会との共催講習会等＞

労働保険　年度更新事務説明会

ベーシックセミナー２０２２第１回

ベーシックセミナー２０２２第2回

ベーシックセミナー２０２２第3回

労務人事担当者基礎講習

改正育介法の規程改定と制度検討セミナー

人事労務・厚生担当者実務講習会

法改正セミナー（オンライン）

労務管理講座

労災保険実務講習会

36協定集中講座

労務管理セミナー

6月

13日

7月 1月

19日

2月

7日

15日

11月 12月9月 10月

17日

8月

17日

26日

3月

2日

3日

「化学物質の自律的な管理にむけて」
｠～新たな化学物質の規制について～

令和5年 4月、同 6年 4月に順次施行される改正政省令。その背景、注意すべきポイントについて、この分野における第
一人者による講演会をご案内します。
　講師：城内　博　氏
　　　独立行政法人労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所　化学物質情報管理研究センター　センター長
　　　国際連合GHS専門家委員会 日本代表

　参加費：無料　申込み等詳細は当協会ホームページをご覧ください
■立川会場
日時：令和５年1月 24日（火） 開演 14時 30分～16時 30分（開場14時）
会場：立川市市民会館（たましんRISURUホール）小ホール
定員：224名
■千代田会場
日時：令和５年2月 3日（金） 開演 14時 30分～16時 30分（開場14時）
会場：一橋大学一橋講堂
定員：250名


